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ァメリ力自動車産業 f e f e け名労使関係：の_ 例一 t - -
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… ニ 瓶 恭 光

本稿は，「技術と労使関係：事業所レベルに知ける国 

際比較研究」として行なわれた実鑛調査から得られた 

資料のうち，アメリ力自動車產茱に関する事例研究の:. 
瑰時成での結果の一部をまと冷たち6 である。この実 

態調查は，事業所レベルにおける労使関g にっv (て， 

その基本的な性格と内容を明らかにすることを自沾i  

して設計きれた。調查はま'f ，あらか!;め遍択されナこ 

事項につV、て，その内容の理解に必要な情報を袼名チこ 

めの面接によってすすめられた。この場合，也、窫と可 

能性に応じて，さまざまな種類の印刷物. 鼬計資料も： 

集められた。ここで得られた知識を前提として’, つぎ’ 

に問題点の発見と，その_ 題点丨こ関する企業の:#え方 

または解決へあ努力の方向，および労働者<p対虎;みあ 

り方から，観察の対象となっている労使関译めよって 

立っ価値観，. それと具体的諸制度を結ひ3 け夸手_ き， 

およびこれらの変化の可能性と方向性とを見出すため 

9 調査と分析が行なわれた。

1 . 対象事業財 9 i i 要 こ ：ニ

調查対象の事業所は,アメ .リカ自麻車業界でビッダ.

ス.リ一と呼ばれるジェネラル• モ.一タ—ズi t , フォー 

ド妹，クライスラー社の一つに属する，乗用車の組立 

て:！:場である。その所在禅は，，イリノイ州シカ；̂市の 

西北西約1ち0 キロのR 市という中規被程辑の工業市ら1 

郊外にある。この工場は住宅埤から離れた農場の中^ :

あり，交通手輯としては，従燊負务自の|家沿の各

にたよっている。 .

当工場の坐產工程は，一本の;f el l鞋i i てラインを中 

心に構成されている6 この坐產工程では，ニ車種の乘 

州すiが生命:されているが, プロダクト. ミックスの数

注（1) 二瓶恭光r技術と工柒化の_ 服 ) 汨本労働協会雑誌，

は約 136である。最終組立てラインb 作業ステイ'ジョ 

ンの数ほ社であるが，組立てライン全体では，その数 

ぼ 178である。

当工場で働く従業貞め総敎は約.6 ,200名であるが， 

この中で時間給によって雇用寄れてし、る，いわゆるプ 

ルー • カラー9 褻は 3, 367名である。_ 接生産土程の 

作業員は， 2 交代制で勤務しでおり, 1人の週务丨勤睡 

間は4o時間H 、ある。以下，本槁セは，考察eh対象をこ 

のブルー• 力ラ一層のみに啦定ザることと十る„

2. 労便関係めルーノレと自靡

a, 奐働市場 ,

ブルー、カラ- 和!業員の揉用源もしては，工場から 

40マイル ( _ 65キロ)以内を第一の地域労働市場と見な 

している力V 論合曲係がひっ迨している場合は， •  
用活動はサウス• ダコタ，アイオア，インディアナ，

ミネソタ，ウィx コンシン等の中西部諸相で、比較的エ 

業の少なI 、地域全体に章で拡げられる。しかし遠隔地 

^  9 採用ビ垮じてきた人に対しては,会社が住居その 

•他め世:話をレなければならす*，労働市邊を运域に拡け* 
た場合の間題として，“ 揉用^ 比較的容易だが，定着 

させるのは困難である” ことが指摘される。

第二の，そしてより迸毁な採用源は，当工場の持つ 

“レくく 一 ♦プ 一 ノ レ る a匕れは, 具伴的には杓1,500 
考0 名律^ ^ るが，；の ] , 500名は,かつて当工場で働 

いてV、た者(金;体の約3分の1) か, 、雇用さ;^る意志をも 

って当工場と按触したことのあ？)者である。勿論，この 

'プールは, いわは‘会社が一方的に作ったものであり，こ 

の人達が常に会社からの呼び出しに待機している訳で

はなV、。以前は当: ! :場に雇われたt 、と思ったが,現在は.
-. -'• . ベ.
1如 [年 1月）

( 2 ) ここでプル一. カラ:”  i は,時問玲で犀われている従業員のことを意味す今。
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アメリカ自動車產業における労使関係の事例-

こそうではないという者も，少なからず含まれているで 

.あろう。しかし会社は，このプールに厲する人達は,一 

-般労働市場の場合よりは必要に忠じる可能性が強I 、集 

:団として，常にそめ名簿の改訂に努めているのである。

一般労働市場への呼びかけは，主として新聞とラジ 

オ(V 'ずれも地域的なもの)を通じて行なわれるが， レイ 

，バー• プールに対しては，直接電話をかけたり電報を 

-うつという方法がとられる。（電話. « 報による方法は，

レイ• オフ終了後のコール. バックの際にもとられるが，匕 

.れについては後述する。）

なお新規雇用の必要に際して，公共の職業紹介所は，

■ご.くまれにしか利用されない。これは, 紹介所}■こ依頼 

しても，必要人員が得られることはめったに鉍いとい 

う，過去の実績によるものである。

- ° .' ■ : ■
当工場の労働市場に関してもっとも重要なことは，

レイバー . プールの存在である。これはアメリカにお 

<ける雇用慣行としてのレイオフ制度，努働市場全体の 

本来_ 性格として移動率が高V、こと，および自動車產 

業め特徴として，定期的なモデル• チェンジの時には 

全工場を閉鎖し，最少必要限以外の従業員は一時的に 

ぶ解雇されるが, 工場が稼動を再開しても，解雇された 

者が全員戻ってくることは期待できないという事実に 

:対忠するものとして，理解される。

当工場—— というよりアメリカの^の労働市場に 

丨関する第二め注意すべき点は，女子労働者が男子労働 

者とまったく同列に扱かわれてV、るという点である。

，少くともこれは，現場作業における仕事の割りふり，

グフトの組み入れ等について，事実である。この事実に 

:対する説明としては，労働市場形成の歴史的過程から 

もたらされた社会的•法制的環境, お i び女子劣働者の 

:主体的条件などが考慮されなければならないであろう。

b . 採用*職場配置の手統き

プル一* カラー徙業員の採用手続きについて，その 

もっとも.標準的な例として， レイパ… ブールからの 

•採用について見ると，先ず電話またほ電報の呼び由し 

ヤ採用係へ来る時,必要な書類を持参するととを指示 

される。ここで必要な書類とは，社会保障力一ド，出

••注 ( 3 ) — 度でも労働によって所得を得た場合, その渚には固有の社会保障雅号が与.えら扣る。、その赉号は一# .変ることは办、•
( 4 ) これは本人が本人であることを証IWする手段であり，H本の戸緒抄本にあたる機能をはたすものである。

( 5 ) このオリユンテーションの内容は，企栗が企社的に宛めたものではなく当工場が独則こ定めたものである。ここで配布 

される従柒貝ハンドブックも，销エ場が作成したものである6 ぜ丨企衆の他工場ではI このオリエンテ一ンョンをまったく 

やらないところもある，なおこのオリエンテーシa ンに由合は参加しないが，糾合に丨划す么愦報は与えられる•

 60 ( 2 6 2 )    -

生証明書，それに持っている場合には卒業証書（高校

またはそれ以上）と退役通知書(兵供を經騎した者) である。

採用係では，最初に身体検杳が行われ，次いでオリ

そンテーシa ンが与えられ多。：このオリエンテ一、ンョ

シめ内# は，工場見学, 通勤不可能な者（一般的には，

40 イ々ルより遠くから成;寒してきた者）には住宅に^関する

情報，安全管理責任者からの安全に_ す る 説 明 （10〜

1盼 )，勤続期間に応じて与えられる各種給付（ここで

強調されることは，長期問勤続すればするほど*給付は良く

なるということである)， および従業員ハ ン ドブックの 
( 5 )

配布である。：

士 リエンテーシ.ョ.'ジが終ると,—.令種め,個人力一 .ドへ 

の記入をした後, 職場への命属が発表される。こめ配 

属め決定は採用係が行なうので多るが，この場合の決 

定基準は，⑴過去め職業経験，⑵補充を必要とする職 

種 (本人の能力と関係に )，⑶身体的:な適合性 (私す•し 

も決定的な意味ではなく )， ⑷被採用者の選好(職毪丨ヒっ'/、 

て説明をし，本入の耠望を聞く）となっている.。職場への 

配属が決まると，ただちにその職場(部)に連れて行かれ 

る。そとで出勤カードへめ記入を済ませると，担当の 

職長; (foreman) ■または職長見習が曝湯の中を案内し，

ロッ功一を割り当て，そめ鍵を与える。

採用め李_きとしてばごれガ終り• 通常の場合は翌 

日から出勤することを命ぜられるが，必要な場合には， 

ずぐその場で仕拿を始めることもある。いずれの場合 

でも,割り当てられた仕事食どのようにするかを職長 

がやって見せ,ただちに作業を開始するこどを命ぜら 

れる。職長には補助員がついており，この両者が協力 

’して，新入者の侏事振りにっいて一日に一度から数度， 

一週間から10日の間，見廻ることとなっている。ここ 

で注意すベきことは，新入者の仕事弩直接にf 話をす 

る者は，最初から誰も'付か,ないということである。

以上の採用手続き*職場配置の方法について,.特に 

日本の事例とめ比較にぉV、て特徴的な点を指摘するk , 

まず飨一# 採用手続きにぉいて, いゎゆる試験—— 筆 

記および面接—— が無いというととである0 (調在を 

開始した時点では, 身体ま查の前に, 5分問の読み書きと思考 

能力の帘記テストが行なわれていたのであるが, これは間i

找似̂ ^ ^ ^ ^ ^ 免̂ ^^^^^^^^傲̂ ^:■薇?趟j嫉级也す顧:絲感̂ ^僻卿紙■ 欲輝奴浓破̂ ^̂ 勒 级 容 必 游 職 ! 雄
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なく廃止され，これに代って採川後に行なわれる新しいテス 

トが開発された。）これは,一方では労働市場における需 

給関係の状態によるものであるが,他方ではライン作 

業の内容が極度に細分化され，標準化されてい.ること 

から，作業員個人の知的能力を必要としないという判 

断によるものである， .へ

さらにまた，この事実は，オリエソテーションの内 

容とも併せて，当企業における雇用概念の基本的性格 

を端的にあらわしているように思われる。すなわち， 

企業が人を雇う場合，それは日本的な意味での企業従 

業員を雇うという側面よりも, ある,特定の作業を行う 

作業員を雇うとい■う側面に重点が置かれてい.るという 

ことである。この腐については，後に詳述する；とと 

するが， p の性格を前提とした上で,極度に単純化さ 

れ，機能化された採用手続きと配属の決定方法が理解 

されるように思われる。そ L；てまた，以下に述べる労 

使関係の様々のル“ ルや慣行においても，ニ貫して観 

察される性格であると考えられる。

■' • L ''' ., ,

C. 教育訓練 - .
当:t 場のブルー.。カラ一従業員に対する教育訓練プ

ログラムは二種類である。まず第一にあげられるのは，

「一般数育 .* 開発プ玲グラムj (General Education and

Developirtent jprogram,省略してG E t)プ?3 グ7 冬）である。

このプログラムは，そもそも政府が,高校中退者を対

象として第二次大戦中に始めたもめであり，現在でも，

各州で行われている。これを当工場の労務担当者が，

ライン作業者の教育プログラムとして適用したのであ

る。したがってこれは，全企業的なプ技グラムではな

ぐ，当工場に独自なものである。‘

G E D プねグチムは希望者のみを対象とし，受講者

ほ毎週一回，と:時間の授業を12週間受講する。講師は

当工場のスタッフ（3名)が担当ザ•る。：1966〜 7 年 の 1
(6)

年間に，100名以上がこのプb グきムを卒業したが,と 

れを卒業したことは，将来，昇進の機会があった場合, 
有利な族件とL て考慮される。

G E D プロラダムが当工場のみの, いわば口^-カル 

なものであるのに対し，次匕あげる律弟訓練プログラ 

A (apprenticeship program)は全社的なものであ.る。ぐ.こ 

のプロクチムが適用される職植•訓練の内容および時 

間 練 を 授 け る 場 合 め 条 件 •および徒弟契約の様式 

は，全米自動単労組(U A W )と当社との労働協約の中

で，具体的に定められている。当社で徒弟訓練が適用! 
される基本職鐘は16職種であるが，たとえばその中o  
工具エに'o いて見ると，その訓練内容は、ン不イパー》 

600時間, プレイナ- •  240時間，旋 盤 • 1，000時間, 

フライス盤• 1，000時間，砥ぎ .625時間, . 仕事台作業 . 

2, 825時間，中ぐり盤および射出ドリルフ*レス. • 250時 

間，特殊ギァまたは焼人れ(選択) ‘ 788時間，一その他 

の関連訓練• 6?2時間Q 総計8, 000時間となっている。 

そして徒弟訓練を行う場合，一定の資格をそなえた 

journeymenがそろっX いることが必要とされる。徒 

弟契約書は企業代表者，労働組合代表者および当人が 

署名するが，これは法的拘束力のある契約書で、はない。

労働協約では以上の基本職種とは別に,当社におけ 

る熟練職種のうち，33職種を徒弟訓練の対象.となし得 

^►(apprenticeable).ものと定め，::さらに123職種をこれ0  

関連職種として規定している。そしてこれらの職種に 

おい:て .,;journeymanとな.るため{■こ，合計4 ,0 0 0時間の， 

訓練が必要であるとされている。

徒弟に欠員があり，新たに募集する場合の手続きと 

しては，まずどの職種丨こ欠員があるかについて公示す_ 

る。応募者ゆ応募用紙に記入したあと， 5 分間の予備: 

テスト（企業が定めたもの) を受ける, この予備f ストに. 
合格しだ者が，徒弟総合デスKを受けるのであるが， 

このテストでは数学.客観的具象化の能力および読力 

が比重を占めている。応募資格は高校またはG E D 宇 

業となづており，.このほかに過去Q 経歴を証明する書 

類, 推薦状，除隊通知と兵役記録などが必要である。. 
これらの書類は試験の結果とあわせ，本社に送られ,. 

そこで最終的な採否の決定がなされる4 :
以上の教育訓練め内容についてまず指摘されなけれ: 

ばならないことは，:ごぐ一部p 職種を除いては，•実質 

的には何の教育訓練も行なわれないということであん， 

この事実の意味するところについては,すでに前項で 

述べたので繰り:返すこと株しない。ただ,ごく最近の 

傾向として，ブルー• カラー従業員の高い移動性向 

対処するための—手段として,教育訓練の持つ意味を 

従来とは違った角度から見直すべきであるとん、う意見 

が，第一線の労務担当者の間！̂出てきたことは重要で 

あるa これは，たとえばG E Dプログラムの卒業者の. 

企業定着率が,そうでない者に較べ極度に高いという 

経験にもよるが， 日本の企業の事例についての知識か，

:ら出た考え方でもある■>.

注( 6 ) こめ卒業者のうち，如パ “ セゾドは现在も当社に働いてい‘

.. -~ ■ 6 1 ( 2 ^ 3 ) ——
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勿論，このような意見は，企業の上層部ではまりたく 

め少数意見であり，. たとえば」般のライン従業員に対 

，する姐織的な導入教育訓練などは，時間と費用の無駄 

■'であ-るという考え方は，依然として支配的である，

• 他方，熟練職種に対してはきわめて整備された徒弟 

制度があり， しかもそれが> 労働組合との協約の中,で 

規定されているということも，色々な意味を持つもの 

である。一つには,このような制度により当該職種の 

:技能水準を維持することが必要であるとの判断がある 

であろうが，歴史的に見た場合，むしろこれ等熟練職 

種に従事する労働者が，自B の労働市場を守るという 

.意味で，労働協約の中に客観化したという意味あいの 

方が、強いように考えられる。この点の論議をさらにす 

すめていけば，U A W 内における熟練労働者の集団と 

それ以外の集団との利害の不一致の問題にまで論及す 

ることとなろうが，ここでは，このような制度におい 

て問題とされる熟練という概念の内容および意味につ 

、いて，次項で述べることとする。

d. 熟練の概念と機能的意義

熟練の概念は，熟練そのものが機能的な内容めもの 

•であるが故に，機能的な意味を持つも，のでなければな 

らない。この前提に立って，熟練は労使関係•雇用管 

理 •インダストリアル•エンジニアリソグの三つの立場

.から規定され得る。現在存在する個々の職種または作 

:業の熟練の水準を，インダストリアル.；ンジニアリ 

ングの立場から客観的に規定することは,技術的に可 

:能であろう。 しかしそれは,同時に歴史的に形成され 

，てきたものであり，実際上はこの面の方が,より重要 

:な意味を持っていると云える。 . .
熟練の決定要因は，知識 • 器用さ•物理的および知 

!的な仕事の速度の三つであるが，より熟練度の高い職 

.種につく.ためには，それ.だけより長い時間がかかると 

いうことは，これ等の決定要因が訓練と経験の組み合 

せによづて，必要程度にまで習得されることを意味す 

る。これを別の角度から表現すれば，熟練どは，ある 

特定の仕事：を如何にするかという知識と経験を獲得す 

るための潜在的能力の，最終的なM果である，という 

ことが出来る《

より具体的にv、えば,熟練職槌とは労働協約の中で 

.8 ,000時間の徒弟訓練プロダラムを受けることを必袈 

とされている職湔であり，これに比較して半熱練職毺 

とは，一般に40時問以上の-訓練によづて習得し，十分 

、に仕祺を行うことができる職槌であり，米熟練職種は

ごくわずかな説明で為し得るような職毺である。これ 

を仕事の内容の相違によって表現寺れば，熟練職種と 

は，経験 (または知識）によって下し得るような判断を 

必要とするもので，仕事の内容は一定化しておらず, 
したがって仕事の手順およぴ使用する工具は自分の選 

択で定めなければならなぃ。半熟練職種におぃても，： 

作業者自身の判断力が必要どされるが，熟練職種にお 

ける場合とは差がある。したがってと© 両者の相違は， 

仕事を遂行する上で必要とされる判断能力の差,した 

がって仕事そのものの困難度め差とI 、うことができる。 

これと較べ，未熟練職種の場合は，仕事の内容が単純 

で，同一作業の反覆である。

以上め事実匕もとづぃて, 当工場の能力開発課(Per- 
sonnel Development Oifflce)でほ，、熟練と■は徒弟'訓練■の 

対象 'となる職種(appi'ehticeable jo b )と規定してぃる。' 

，しかし実際には, 徒弟訓練の対象とならだI 、熟練職種 

もぁどの職種がとれに相当するかは,職長または 

職長見習がある職鐘を熟練職種として扱う必要性，ま 

たはその職種に従事する作業員の教育水準から判断す 

る。熟練職種jこ他のレベルの者が,その職種に従事す 

る資格を有する者を押しめけて入ってぐることは決し 

てなぃがバその資格を有する者が不足してぃる場合， 

一時的に昇格されるこi はあり得る。一般的にV、って， 

熟練概念を先任権 (seniority) と切り離じて考えること 

は, 機能的には不可能に近ぃとぃえる> (先任権にっぃ 

ては, 後に触れる。）

，■-い. i , ，パ-:, ; ■

e . 昇 進 ！ ' ' . ' ' . . . ぐ . . . .」. . ぐ .

当工場のプル“ . ガラ“ 従業員にとって,昇進とは 

職長 (foi*eman)になることを意味する。当企:寒の方針 

と,して，職長になるためには実際の作業経験を持つこ 

とが必要条件であるとしておt> , 逆の表現をすれば， . 

現在すでに一般作業貫として働V、てぃる者にとって， 

職長の地位は可能な昇進のルートとして確保されそぃ 

るとぃ免る。 ，へ ：..へ：. . . . ： .

ある一般作業員が職長となるには, <次のような乎続 

きによんまず，職長が自分の下に適当な人物を認め 

た場合，そのことを自分の上司に報告する。この報告は 

能力開発課に送られて来るが，ここでは職長のポジシ 

a ンにあきがあるかどうかの情報がわかってぃる。候 

補者は幽カ開発課で当社が開発した「管理者綜合テス 

トJ を受ける。 ^;のテストの採点は1 , 2 ,  3 の三段 

階によって行われるが,このテストを通過するため広 

は, 少くとも2 の成績を取らねばならない。次いで能
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力開売課ぼ, 候補岩に関する様々な記録が検討する。

ここでは，彼の出勤表や職長の記録から個人的な経済 

状態一 現在の信用購買報告から過去に破産したりし 

たことがあったかなど—— までが問題とされる。

次v でヾ能力_ 発課( 6 スタッフによる予備面接#行な 

われる。こめ_ 接は，時間は2 0ニ30分間て'あるが，ご 

とセ特^：問題と.されるのは,何故波は管迤者になりた 

いと思づているのか，および彼は自分が管理者として 

の責任に耐えることができ，その任務を遂行すること 

ができる‘と思づて（、るがどうか，ということである。

この面接を通じて一般的贮いえるととは，当：！:場に長 

期間勤続してV、る者は，それだけ管理者が直面しなけ 

れぱな b ない問題につぃて良  < 知っており， 自分が管 

理者にはなりたくないという傾向が強いということで 

ぁる。しかし管理者テストを受けることはステイタス， 

シシボルどしての意味がおり  > したがっセ管理著とな 

る意志はなくてもテストは受けるという場合が多く， 

会社側が職長となる意志を持o よう説得しなければな 

らない例も* 決してまれではない。、

きらにこの面接では，無差別に取り上げられた特異 

な行為の事例を示し，被商接者の反応を見るどいうこ 

とも行なわれ态。そしてことセ敏感な反你を乐さない 

者，まチこは’自ら管理者になりyこいと思っていながら,
そめ理由につI 、X 強い意志と意見を持っていない者は， 

この段階で除外される6 しかb 経験的には，こめ段階 

では: られる者は, ごく少数である。ここ匕送られて 

< る姨補著は職長によって推] I きれた奢であり，'その 

職長は管理者がどめような人物でなければならないか 

を，すでに良く知っているがらである。

との字備面接を通過した者は，次 f c 「職長選蘅委員 

会j に達られる‘当工場迄おけ名；£の委員会は人事部長 

'(Personnel M anager),製造部長（Procii^UM. Maha供r),.生 

.産管理部長 (Production Control Manager) , 品質管理部 

■長 (Quality Control Manager)の 4 者で構成されており， 

候補者はこの4者と各々個別に，5 〜10分齒度の面接を 

受ける。‘ .この面接の結果は各自が」定の書式〖こ記入す 

るこどどなっているが，そとでは，（I)人格的成熟度， 

⑵督理貴任対する速解，⑶積極性，⑷一般的態度，

⑶潜在的指導能力 , （6)決断性，<7}外見 , ⑶緊#下にお 

ける作桊能力，丨9削断力 , （10)向上心， (11)教育訓練， (12) 

作業奘統1 のI 2項卧こっいて , 乎均以下 . 乎均.平均以 

上, ：特に優秀，め 4 段階に分けて採点した上て、，綜合的 

な評細と面採若の判を示會ようになっている。そして 

名' 自の面接が終了したあどで4者は集まり,各々の記録

を比較検討した上で,投票によって最終的な判断を卞 

十。この場合，過去の経験では4 者の意見が一致しな 

いことは，殆んどない。

選衡委員会で即時登用が決まった嫔補者は，ふたた 

び能力開発課に送られ，ここで具体的な仕事の申し出 

がなされ，これに付随した条件■—— 給与その他の附加 

給付など—— が説明される。新たに職長となづた場合， 

通常は1 ヶ月, 最長で6 ヶ月間は格付けなしの一*般給 

与ステイタス（general salaried status).におかれ， それ 

から管理者4 号給に格付けされる。この格付けが与え 

られてからさらに6 ヶ月後,ふたたびかなりの昇給が 

行なわれる。それ以降は当人の実績の問題となるめで 

あるが，この実績の判定は,直接の上司である総職長 

(general foreman) 非公式な方法で行う。

これまでの当工場の経験では,職長となった直後は 

きわめて仕事に熱心であるが，その熱心さが6 ヶ月間’ 

持続されることは少ないときれている。したがって4 

号格付者の間の移動率はがなり高く，過去 3 年間で全 

職長の約50パーセントが移動している。そして職長の 

職務に耐えられなかった者は，ふたたび時間給の一般 

作業員となる。

以土の—般作業員の昇進の手続きと実態fcついて注 , 

目すべきことは， 日本の事例と比較して職長選衡の手 

順がきわめて複雑でゝあり，かつその内容が多角的であ 

るということである。これはそれ自体.として見れば,;出 

来るだけ広い範囲から潜在的能力を持づ者を見付け出 

し，これを出来るだけ客観的に判断.評価しようとする 

態度の結果であると異ることが出来よう。このことは， 

採用時における手続きの簡舉さと比較した場合，いか 

ゆ能力の発見に努力が払われているかというこt の一 

面として, 考察され得る。さらにまた,ラィン管理業務 

の第一線を担う者として，職長の役割を当企業がいか 

に重要視しそいるかということを示すものでもあろうa

しかしこれを違った角度から見れば，当事例の日常 

のライン管理の性格とめ関速において,理解されるで 

あろう。すなわち，当工場は本社から一定の生産目標 

と予算を与えられて稼動しているのであるが，日常め 

:ライン管理において，この目標の達成にもらとも重点 

が置かれ，全工場のすべての機能がこれに従厲してい 

る。このことは，それ自体としては当然めことである 

が，その結猓の一つとして— 般の従業員管速にほとん 

ど注意が払われていないという事庚は, 蜇製である。 

とのことは，たとえは•前述の教育訓練に対する也業の
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態度などにも表われているが，当工場での日常業務に 

おいて職長が部下の作業員に指示を与える場合，名前 

を呼ばずに「お前」と呼ぶというような情況のもとでは， 

それ以上の上級管理者が一般作業員について注意を払 

うことは，とう底不可能でもあるし，またそうすべき 

だという意志もなV、。したがってその中から職長の候 

補者が選ばれた場合，その能力の判定には• 前述めよ 

うな複雑な手続きが必要となると考えられるのである。

次に指摘されるべきことは，昇進に関する一般従業 

員の態度にづいてである。職長の候補者として自己の 

能力が認められることが社会的な地位の象镦として受 

け取られるということは，能力社会においては当然の 

ことであろうが，それと実際に職長となり，その責任 

と義務のもとで様々な問題と取り組むことのわずらわ 

しさに耐えていくということは,別の問題として受け 

•取られている。この態度は，決して向上心とか野心が

般的に欠如してt 、ることを意味するものではなぐ， 

むしろ伝統的な個人主義の価値観との関連で考察され 

なければならないであろう。

; f. 貨 金

自動車産業におけるブルー• 力ラ一従業員の賃率 

- — 時間当り賃金- — が，基本的には企業と労働組合 

との間の交渉で決定されることは，良く知られた事実 

である。当工場の従業員でこの賃率表の対象となる者 

‘ は，全部で91職種 (熟練職® を除く）に区分され，その各 

々について時間当りの賃金額が決められてい态。この 

賃金額は！一つの職種について見れはV  H 段階に区分 

されている。

. ，今, . ある潘が一1つの職種,.：たと■え ば Checker .とい 

う職槿に配置された場合，彼はまず，Starting ra teと 

して時間当り3 ドル15セントの賃金をもらう。そして 

3 ヶ月後,..■その賃率は. Working r a teの 3 'ドイレ20セV 

トにあがる。そして7 ヶ月後になって，彼ははじめてこ 

の職種のFull, r a t eである3 :ドル25セントがもらえる 

ようになる。この Startingr’m t o と .Full r a t eの差は, 

どの職猶についても1 0セントであり> Working rate 

はその中間の額となっている。

組立ライン作槳の代表的職種である組立エについて 

-見ると.それは  Assembler-Major, Assembler-Minor, 

Assembler-Trirnの三職種に分類されている。 この中 

でもっとも货率の低いのはAssembler-Trimめ 3 ドル 

■ 26セントで，次いで .Assembler-Minorの .3,ドル31セン 

b , 最高が Assembler-Majc?!*の 3 ドル36セントと.なっ

ている。ま.たこの賃率表でもっ'とも低い職種は，Jani
tor (Factory, Office)と Laborer .の ..3 ドル14セントであ 

り，...もっと.も.高いのは， Metal Repair-Painted Body .の 

3 ドル84セントである。

より賃率の低い仕事からより賃率の高い仕事への 

》昇進I — これはよ切熟練度の低い職種からより熟練 

度の高い職種，の移動を意味する—— は .全 国 協 約

(Natiorjal .または.Master Contract)にお.いて，

、'先任権 (seniority)と仕事をする能力にもとづく力t さ 

れているが,現実には先任権のみによって決定されて 

いる。先住権の内容と適用の条件についても，全国協 

約の中でくわしく規定されているが，さらにそれは当 

本場と U A W の当工場^) ロ一 力ル組合との間の補足 

協 約 (Local Agreement) 適用Q範囲などについて

具体的に表現されている.たとえば全国協約の中 

で先任梅が有効に適用される範囲は，原則h して部 

(department)単位となって〜、るが， 当工場の補足協約 

では Department s, 330(資材管理)と Department 3, 331 

(受入れ) , ますこDepartment 9,130 (車体塗装) とDepart

ment 9, 1邡 (部品塗装)は同ブの部であると見なすとい 

うように, 詳細に規定されている。, 丨

なお先任權がもゃとも重要な意味を持つのは, レイ• 
オフおよびy コ一ルの場合の優先順位の:決® につ t 、 
てであり.，.“last-in，::flrst~out’’,..“flrst-in，last-out’:*の原 

則として知られているが，この原則の適用方法を現実 

には# わめて複雑である。たとえば， リコールに際し 

て部の単位だけでは必要人員が不足している場合，そ 

の範囲はあらかじめ補足協約で究められたDivisionの 

範囲にまで拡大されるとか，特定の場合には同一企業 

内の:！;場間移動に際し'それまでの先任権が有効に 

なる等,— 般作業員の個別的な労働条件の決定につぃ 

て, 先任梅が支配的な原則となってぃるとぃえる。

g. 若干の問題点

( i ) 労働移動

当工場のブルー• カラ一従業員につい：C，その移動率 

が高いことが問題となっていることは，すでtこ触れだ 

が, 本項でこの問題につV、て少しくわしく取り•上げる 

こととする。労働移動率が高いことが务務管理上の重 

喪な問題であることは* ' ラ.インの丨賴調な機癖を雜持す 

るためにも重耍'であるが, あらたに1人 の 作 を 採 用  

するために, 訐算され得る费用だけでも1/00〜 800 K少， 

全体の採用g ストとしては約1 ,2Q 0ドル位かかるとい

うこ.とから，予算的に見ても蜇贺な問題なのである
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企業全体として見た場合，前年 (1968年)の統計では 

新規に採用された一般作業員のうち36. 9パ一セントが 

最初の10日以内に自らやめ，36. 8パーセントが同期間 

に解雇されている。さらにその73. 3パーセントが最初 

の90日以内に退職し，69. 6パ一.セントが同期間に解雇 

されている。当工場の場合, これらの数字は，全社平 

_均よりも若干高い値となっている。.

当 Ĉ場のみについて見ると，1966年のモデル年にお 

ける最初の4 ヶ月の平均移勤率は8 .1 パーセントであ 

ったが，I967モデル年で'は, それ丨i l 2 パ一セント_に上 

昇した* この場合，シフト別に見て第二シフトの移動 

率が19パ一セントと特に高くなっていることが注目さ 

れる。しかしとの傾向は，1968モデル年で同期間の平 

均移動率6 パ一- ソ，ト（第二、ンクト:で11パ一セント)'と大 

幅に改善された。さらにこれi 部門別に見ると，車体 

組立，シャシ一組立，最終組立など, 直接ライン作業に 

従事する部門での移動率が，目立っ七高くなっている。

1968モデル年の移動率が低下したことの理由につい 

ては，前年の高い移動率に対する対策として，職場内 

の環境改善や人員配置♦作業方法•作業手順等の改善 

および個々の作業員が自分の仕事に関して正い、理解 

を持つための情報手段の採用など，きわめて広範な管 

理側の努力があげられるが, 他方,従業員侧の主体的 

な条件として，継続的な規模の拡大などにより先任権 

が高い者の数が増加してきたことも, 見逃ずことはで 

きない。

しかし現在，これで労働移動の問題が片づいたとい 

うしとはできない。たしかに4 ヶ月乎均で:は1968モデ 

ル年は良くなっているが，最初の1 ヶ月について見る 

とI 過去 .3年間では，：f4..5パ—セント（I966モデル& 、，

8. 5 パーセント（1967モデル年)，. 14.-6パーセン卜. (1968 
モデル年）と，年々上昇の傾向を示している。 との理 

由としては，新規採用者に対する生産ラインでの使い 

方の問題一たとえば，新入者は決まった作業にでは 

なくダまず欠勤要員としてAbsentee P oolに入れら，れ 

ること，，あるいは第二:シフトに組み入れられることな 

ど'一一^ あげられている。 .

している。この数字は第二シフトではさらに高く，1967 

モデル年では5. 9 パ一セント，1 9 6 8モデル年では6. 6 
パーセントとなっている。

第二シフトの欠勤率が第一シフトの場合よりも高い 

ととの理由としては，一般的に第二シフトが嫌われて 

いることのほかに，見習い期間中の若年層が多いこと 

があげられる。しかしシシフトの如何をとわず，欠勤 

率か年々上昇している傾向はより重大であり：その製 ' 

品の質 • 量に対する悪影響や，業務管理上のコスト増 

などから，その有効な対策の検# が急がれている。

(iii) 対策

労働移動問題に対する方策としでは，前述め諸改善 

のほかに, 採用時における、、移動タイプ、、の排除• より 

充実したオリユンテ一ションの確立•訓練のための専 

任職長を設けてより丁寧な作業指導を行なうこと•輪 

長と’ 般作業員の接触を多くすること• さらには住宅 

や交通羊段の面倒を見ることなどまで，勞務管理上の 

配慮も払われている„ また欠勤問題に対しては，見習 

い期間中の従業員に対してより注意をすること，そし 

て欠勤常習者に対する罰則規程の厳格な適用と，極端 

な場合には解雇することによって，いわゆる、'欠勤行 

動パターン、、が形成されることを防ぎ，さらにより積 

極的な''心理的セット”を従業員の心に確立するよう努 

めることが強調されている。

しかし以上のような管理上の諸方策は，あくまで問 

題解決的な範囲にとどまり，これまでの生産活動また 

は工場管理に関する基本的な理念の変化を意味するも 

のではない。少くとも, これ等の問題に直面して，今 

までの理念の欠陥をまず認識し，その前提に立って考 

えられた方策ということはできない。一般作業員に関 

する問題は，生産活動を支障なく遂行していくために 

解決されなければならない問題の一 つ に 過ぎないので 

ある。個々の労働者が巨大な組織に雇われ，一定のル 

一 ルのもとで大量生産作業に従事するこ とから生じる 

精神的 • 知的な問題の多くは，あくまで佃人の問題な 

のであり，，それが生産活動に直接障害となって表面イ匕 

してこない限り，それは個人が解決すべきなのであっ 

て, 企業が関知するところではない, という原則は， 

依然として存在し続けているのであ

以上，調杳対象となった祺業所における労使関係の’

( i i l ) 欠勤率

労働移動と並んで，最近における欠勤率の上昇が，

当工場の大きな問題となっX I 、る。これを統計的に見 

ると，第一 'ンフトの一日平均欠勤率は1966モデル年で 

は2. 2パ一セントであったのが，1如7モデル年では5,3  

パーセント，19砣モデル年では6. 2 バーセントと上界 

注（7 ) アメリカの自動$ 産梁に関すは義多くあるが , 特にそこに働く労働者に_ する研究として童避なのは，chinoy,
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アメリ力自動準産業における勞使関係の集例

ルールおよび実態の3 ち，ブルー• カラー従業員に関 

す幺兹本的ないくつかの侧面を取り上げてきた。しか 

しこれで，この側面がすべて述べつくされた^^ではな 

い。たとえば労働組合の活動と機能の問題（特に苦情 

処理機構)，従業員の環境や自分自身に対する認識と判

断の問題，さらには本稿で述べたル一ルの決定の方法 

と手続きの問題など，取り上げられなかったことも多 

く残されている。これらの問題については, 別稿にゆ 

ずることとする。 （産業研究所助教授）

E. r Automobile Workers and the American Dream j (New York, 1955)，Walker, C. R. & Guest； R, H” 
「The Man on the Assembly Linej (Cambridge, 1952) および Purcell，T. Y., rThe Worker Speaks His Mind bn 
Company and Union」（Cambridge, 1954)(特に第5 章） がもる，また職長問題に関する研究としては， Walker 
C. R.丨 Guest, R, H. & Turner, A. N , 「The Foreman oh the Assembly Line」(Cambridge, 1956) および Whyte 
W. F* et. al.( rMoney afid Motivation, An Analysis of Incentives in Industry j (New York, 1955)がIS要で る。

日 本 労 働 組 合 総 連 合 運 動 を め ぐ っ て （1 )

ア ナ • 、ボル論争の意味するもの -

小 松 隆

は じ め に

関東大震災 (1923年 9 月）直前の労働運動の昂揚期

に企闯された日本労働組合連合については，すでにい

くつかのすぐれた成果が公けにされている。全体像を
⑴

とらえた事実史としては村山重忠氏の論稿があり，ま

.た従来なされてきた’「アナ . ボルj .論# という.よ.うな

イデオロギー的な性格としてのうi t とめ方について洱

検討をこころみたものとしては秋山淸氏や！̂井泰四郎(2 ) , 
氏などのすぐれた論稿がある。 ,

それらにおいて, . 「アナ . ボル」論争といづたイデ

オロギ一的対立のもつ比重を過大評価する織 ゃ ，こ

の運動を機にいわゆ'る 「ボル」が 「アナ」を駆逐した

とする視点が批判されている。たとえば，秋山氏は，

大疋期のアナ• ボル論争の貧弱性および総述合運動に

たいする従来の評価の欠陥をつぎのように指摘してい

る。「この決裂が,労組の全国的合同主義一中央集権主

ボルの対立， 

しかし,

義との決裂であったことを評して，アナ 

抗争ということは必ずしも不当ではない。

決勃の直接の理由は，労組の組織論 ■̂他ならない。革 

命後の社会組織に，プロレタリァの権力掌握を否定し 

ようとするアナキズムとそれを主張するボルシCCヴィ 

キのr 舉命戦略の論争というにはまだへだたるところ 

がある。対立抗争した組合代表は必ずしもブナキスト 

ではなく，むろんボル、ンエヴィストではなかっすこ。 こ 

の勝敗がアナ•'ボル論争に結着をつけるべき最後の場 

ではもちろんなかった。」

これらの視点, I 、うなれば総連合運動におけるアナ. 

ボル論¥ がきわめて限定された範囲のものであろたと 

いう視点は, ほぼ首肯できるし，資料的な点でもそれ 

らに新たにつけ加えるぼどc p ものは多くないンしか 

し，筆者なりでアナキズム運動の流れを考察してきて， 

この総連合運動がアナキズム運動史においてもつ意味， 

あるいはそれとアナ• ボル論争との関係などを村检討 

する必奴をまったく感じなt 、というわけではなかった。

注（1) 村山ffi出 r企国的労働組合総® 命迎動についてJ 「社会労働研究J 10号，1958.
( 2 ) 秋山沽「大杉张とアナ• ボル論爭」r中央公論J 1965尔6 月号。のち**近代丨3本を浏った有人(上)J (1965, 顧 日新 

1圯社）所収。由井泰四郎「♦•アナ• ボル論争j 考」8•労働経済と穷働遛動一一大河内ブ與先生還暦記念論文染n —— ■， 

(1966, 棚 | i j )所収6 '
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日本労働組合総連合連勤をめぐっで⑴

筆者は，大震災則のアナ. . ボル論争•対立なるもの 

社会主_ 運動領域と労働連動領域で展開されたと 

考えている。 したがって，労働連動領域での総連合運 

動がアナ ‘ ボル論争のすべてを説明するとは考，てい 

ない。それにもかかわらず，総連合運動ゆ，当事者の 

.意識にかかわりな'く，■プナ♦ズムとマルクシズムめ原 

則の労働運動への適用の側面をもつ過程であっ^ :とi 、 
うことはいえるだ,ろう。と同時に，あくまでもそんは， 

アナ. ボル論争の一環にすぎず,そのすべてではながっ 

たことも確認されねばならなv、„ だから，総連合運動 

.の決着はただちにアナ* ボル_ 争め決翁を意味するも 

のではなかったし, 総連合連動の終りはアナ.ボル論 

- 争の終りを意味するも6 でもなかった。

こめようが理解を前提に，本稿でばあらためて，つ 

.ぎのような問題を考えなおしてみたいと思う。

すなわち19幻年ころがら顕著になるrr ナ. ボルj 論 

争 • 対立七総速合運動のかかわりは、、かなるもので 

あったのか。との運動はアナキズム連勤の歴史にとっ 

てどのネうな意味をもち，アナキズム系はそれにどの 

ようにとりくんだのか。さらに，もが国全体の分製と 

内部対立の歴史におい七この運動はどのようないち 

を占めるのか。これらの問題を念頭におきつつ，以下 

に日本労働組合総連合運動を再検討して各よう。

,

し 総 迪 合 へ め 道  '

総連合運動前史,日本労働組合連合の結成大会が 

開かK たのは，不況と資本攻勢のもとで, 一方で「アナ. 

ボル」の対立の芽:が拡大しながらも，他方で共同戦線 

の必要もみとあられていた1922年 9 月30日のことであ 

った。総連合問題を考える場合,当然のことながら結 

成大会のみ'^なく ,それに先だつ動向をもあわせて検 

討する必要がある。すなわち，総速合大会としてでは 

なぐ総速令 •運動としてうけとめる必要である。

9 月の崔連合大会に直接結びづく具体的な動きのさ 

いしょは, 同じ年の4 月 2 日の総同盟関西同盟会第5 

回大会における「名実共に相伴ふ全国的労働総同盟の 

組織/ の提唱であるといわれる。その意味では，狭義 

には総連合迎動は少なぐとも1犯2牟 4 月から公月ビが 

けて展開されたものと考えるべきであろうン r.

しかし，総述合連動ないしはそれにかか;b る迎念は，

4 月にはじめてでてきたものではない。そのような方 

向をうみだす状況はすでにかなり以餅から存在してい 

すこ。規に1920, 21年f cもーづの単位組合の枠をこえる 

連合や速携の動きはみ6 れはじめていた。その:意味で 

は, 広義には総速合運勤は，第 1 次大戦後の反動恐慌: 
のはじまる1犯0年春以降，とくに 5 月のメーデ一以降 

と考えてよいだろう。

大逆事件 (放 妳 〉後の労働運動は, 第1次大戦を契機 

• にした生産の飛躍的盛展と每働カの増本を_ 盤に,民 

主主義思潮© 導入， ロシ7 革命や米馘動の勃発に二っ 

の踏台を与えられ，決定的には1920年 3 月以降の皮動 

恐慌を契機にしで大きく昂揚する6 不況と資本攻勢か 

'らぐる勞働不安に:たいし，勞働者階綴が積極的に対処 

したのは当然のことであった。

そめ流れO なかで, 务_ 組合の織形態においても，

' 組合機能をよりよく充足ずる方向をもとめで,しゅじ 

ゆめ模索がなされた。単位組合レベルでは職業別組合 

のほふ, 産業別組合，その変種として一般労組や合同 

労組，それに企業別組合の企てもみられた。また連合 

体レペルでも地域如+ 産業別のほん/全国的連合め企 

てもみられた。 」

村山重忠氏が紹介されてV、るようf c , 1920年5 月以 

前でも，国際熒働会議人の労働者代表派遣間題を機に 

小石川労働会や東京叙/織工組合など16組合によって結 

成された「大日本労働連盟j (1919年9月創立),♦議に 

さいしての共同闘争機関として結成ざれた「連盟会j 

(1920年3月創信友每窆浦技友会,小石川旁働会 

などによって勞働者め_ 結こそ力であるという意識か 

芍結成されたr全国勞働連合会j (1如0年3月)などが 

現われていた。 :

しかし，それらのいずれもが，不況下にあって資本 

家階級にたいする労働奢階級の：抵抗•団結という明確 . 
な意識をもって永続的な組織をめざしてな令れたもの 

ではなかった。この段階では，山川均が主に# 〗i 選挙 

や国際労働会_ に労働組合の結集.迪合化の契機をも 

とめたように, 普選や国際労値！会議，ぃあ名いは争議に 

対処するための速絡や共_ 機関め役德1Jといった特定の 

0 標の知めに速备が么てられだものであi た。

それにたいし，1920年 5 月の第1 回メ — デ一以後の 

勅向は, 明らかにより広掏な地域*産業にまたがり,

注（3 ) 村山IttAU前掲「全_ 的穷働組合総迪合避動についてj。
( 4 ) 山川均广量がら質！̂転じた粗合迎動太陽j 27卷9 号, 1S20年9月号。
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